
３　委託業務の報告について ４　業務委託契約書について

①入札か随意契約かどちらでしょうか。 ②PマークやISMS認証取得の有無と、未取得
の場合の選別理由。（選別された事業者が未
取得で、落選事業者に取得者があった場合は
特に。）

本件による情報提供は何件ですか。

総務・債権管理課

随意契約
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

Ｐマーク及びＩＳＭＳ認証の取得を事業者の選
定条件にはしていませんが、本業務の委託事
業者については、これらを取得済みの事業者
となります。

これらの業務は、大阪府自治体クラウド導入
業務にて運用中の基幹系システムのカスタマ
イズに係る構築及び保守業務であり、月毎の
業務完了届により覚書１４条第１項の報告を
踏まえた履行確認を行っております。また、実
施機関が管理する電子計算機と実施機関以
外のものが管理する電子計算機とを通信回線
により結合されたオンラインを用いて、実施機
関の保有する個人情報を実施機関以外のも
のがいつでも入手可能な状態でないことから、
島本町個人情報保護条例第１５条に抵触しな
いものと認識しております。

これらの業務は、大阪府自治体クラウド導入
業務にて運用中の基幹系システムのカスタマ
イズに係る構築及び保守業務であり、大阪府
自治体クラウド導入業務の開始に併せ、基幹
システム事務担当課にて登録簿を作成してお
ります。

環境課

随意契約
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号）

Pマーク、ISMS認証　なし
町内障害者就労施設等からの調達であり、他
事業所が受注不可であったため（見積1社）

教育総務課

随意契約
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

契約業者はＰマーク、ＩＳＯ２７００１（情報セ
キュリティマネジメントシステム）の認証を受け
ています。

コミュニティ推進課

　本件報告につきましては、法的義務等がな
いことなどから、運用上、前年度に契約を締結
した事務について、次年度の最初の審議会で
報告している状況となっています。本件につい
ては、平成１５年度に委託先における個人情
報保護にかかる措置義務や罰則などが設け
られたことにより、審議会への意見聴取から報
告事項に見直された経緯があります。
近年では、当時よりも民間事業者の法的な個
人情報保護に係る措置義務が厳しくなってお
り、事業者においてもさらに適切な対策が図ら
れているものと考えられることから、本条項に
ついては、近年の個人情報保護にかかる実情
に沿った内容への見直しを検討する必要があ
るものと考えております。

業務委託契約書につきましては、財政課で標
準的な契約書を作成しています。ただし、案件
ごとの契約内容に応じて、契約書の文言等の
修正を行うことがあります。
特記事項及び付帯事項を定める必要がある
場合は、仕様書に記載するケースが多いもの
と認識しております。

令和３年６月２５日付けで「住民の求めに応じ
た情報の提供に関する要領」を施行しており、
施行日から９月２７日時点までの間に本制度
に基づき３件の情報提供を行っています。

町では、年に一度、全職員を対象とした情報
公開制度の職員研修を実施しており、その中
で情報提供制度に関する事項の追加を予定し
ております。今後におきましても、本制度の適
切な運用に努めてまいります。

令和３年度　第１回　情報公開・個人情報保護運営審議会
各課からの回答
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質　　　問　　　事　　　項

１　業者選定にあたって

①「健康管理システム特定保健指導システム
対応業務」及び「子ども子育て支援システム保
育料未納分対応業務」について、覚書第１４条
１項の報告はされていますか。また、本件は、
島本町個人情報保護条例第１５条に抵触して
いませんか。

②本業務について島本町個人情報保護条例
第１０条第５項の登録簿は作成されています
か。

本件報告は「すみやかに」とありますが、契約
後かなりの期間が経過していますが問題はな
いですか。事後報告の意味は何ですか。

今後、課長級の管理職及び窓口担当者等の
全庁内で情報提供業務にかかわる職員につ
いて、本情報提供制度の運用に関する判断
等、研修・教育の機会を持ち、本制度を熟知さ
れ、適切な対応・運用をされたい。

２　システム関連について

業務委託契約書は、指定書式で、その委託業
者との契約を取り交わす時でも変わらないと
思いますが、委託内容や委託先によって、業
務委託契約書の条文の文言を変更することは
ありますか。また、本条文を変更しない場合で
も、特記事項や、付帯事項として、契約書内に
付記されることはありますか。
契約書自体が統一書式の場合は、委託先に
よって変更しなければならない点は、「覚書」
や「仕様書」で運用されているのですか。

以上を少なくとも審議会にはオープンにしていただいた方が良い。後者を事業者選別の要件と
することは現実的ではないと思いますが、取得有無事実の情報提供はあって良いと思いま
す。（町側の説明責任と事業者側の取得インセンティブにつながればなおよし）

５　情報提供制度の運用について

別紙１


